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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第１９４条の規定に基づき、三種町選挙管理委員会（以下「委員会」

という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 組織 

（委員長の選挙） 

第２条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、得票の最多数を得た者をもって

当選人とし、得票数が同じである者が２人以上あるときは、くじで当選人を

定める。 

２ 前項の投票の効力に関し、異議があるときは、委員会がこれを決定する。 

３ 委員会は、委員中に異議がないときは、第１項の選挙につき、指名推薦の

方法によることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と

定めるかどうかを会議に諮り、出席委員全員の同意があった者をもって当選

人とする。 

４ 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示するもの

とする。 



 

（委員長の任期等） 

第３条 委員長の任期は、委員の任期による。 

２ 委員会は、委員長が欠けたとき、その欠けた日から１０日以内に委員長の

選挙を行うものとする。 

 （委員長職務代理者の指定） 

第４条 委員長は、法第１８７条第３項の規定により、委員長の職務を代理す

べき委員をあらかじめ指定しなければならない。 

２ 委員長は、前項の指定をしたときは、その住所及び氏名を告示するものと

する。 

 （委員長の職務執行） 

第５条 法第１８２条第１項の規定による委員の選挙があったのち、委員長が

選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。 

（委員長等の退職の申出） 

第６条 委員長が退職しようとするときは、その旨を文書をもって委員長の職

務を代理する委員に申し出なければならない。 

２ 委員及び補充員が退職しようとするときは、その旨を文書をもって委員長

に申し出なければならない。 

（委員等の異動） 

第７条 委員会は、委員及び補充員に異動があったときは、直ちにその者の住

所及び氏名を告示するものとする。 

 

第３章 会議 

（委員会の招集） 

第８条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。 

２ 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しな

ければならない。 

３ 法第１８８条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議

すべき事件にその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。 

４ 委員の改選後最初に開く委員会は、年長の委員がこれを招集する。 

（欠席の届出） 

第９条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会の日の前日

までに委員長にその旨を届け出なければならない。 



 

（会議録の調製） 

第１０条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の

氏名を記載させ、委員会において定めた２人の委員とともに、これに署名し

なければならない。 

（議事に関し必要な事項） 

第１１条 この告示に規定するもののほか、会議の開閉、議案の審議、議決そ

の他委員会の議事に関しては、三種町議会の会議一般の例による。 

 

第４章 委員長の職務権限 

（担任事項） 

第１２条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。 

（１） 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。 

（２） 委員会の議決を執行すること。 

（３） 公印及び書類の保管に関すること。 

（４） 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。 

（５） その他委員会の庶務に関すること。 

（委員長の専決処分） 

第１３条 委員会の権限に属する事件で、その議決により特に指定したものは、

委員長において、専決処分することができる。 

２ 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会に

報告しなければならない。 

（委員長委任による専決処分） 

第１４条 委員長は、その権限に属する事務の一部を書記長に専決させること

ができる。 

 

第５章 補助機関 

（書記長等） 

第１５条 委員会に書記長、書記その他の職員を置く。 

２ 書記長は、委員長の命を受けて、委員会の事務を掌理する。 

３ 書記その他の職員は、上司の命を受けて委員会の事務に従事する。 

（服務） 

第１６条 この告示に定めるものを除くほか、書記の服務については、三種町



 

職員の服務の例による。 

 

第６章 文書の取扱 

第１７条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければなら

ない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、書記長がこれを専決

することを妨げない。 

（文書の取扱い） 

第１８条 この告示に定めるものを除くほか、委員会の文書の処理については、

三種町の文書の取扱いの例による。 

 

第７章 告示の方法 

（告示の方法） 

第１９条 委員会のする告示又は公表は、三種町の告示の例により行う。 

 

第８章 公印 

第２０条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。 

  

縦横共1.8センチメートル 縦横共1.8センチメートル 

附 則 

この告示は、平成１８年３月２０日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２６年６月２日から施行する。 

 


